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改訂にあたって

　自治体の仕事は今も昔も予算が中心です。ヒトもカネもモノも予算が

なければ動かすことができないからです。最近では、行政評価制度の

定着によって、予算を使って何がどう良くなったのかが見えるよう

になり、その評価の結果を次の予算に反映することが容易になりま

した。この本は、そんな自治体にとって重要な予算のしくみを自治体職

員、地方議員、住民のみなさんに広く知っていただくために書きました。

　今改訂では、予算のしくみを言葉でなくわかりやすく図解、さら

に最新の数字を入れ大小が実感できるようグラフを多用し変化がつ

かめるようにしました。

　さて、景気回復の動きの鈍い現在の状況下で、多くの自治体が予算

編成に苦慮しています。それは税収が減少する一方で、少子高齢化、

雇用対策の拡大など行政需要は拡大し、公共事業の凍結、中止によ

る「つじつま合わせ」も限界に近づいているからです。そして、多く

の自治体が赤字地方債（臨時財政対策債）の発行に踏み切らざるを得

ないのが実情です。

　この状況を打開する唯一の方法が従来の「税収見合いで仕事をす

る」という発想からの脱却であり、「自治体に必要な仕事がどれとどれ

で、それを誰がどう負担するのかを決める」ことへの発想の転換です。

予算は住民、議会、首長等、関係者の力（既得権益）のバランスの上に

成り立っています。発想の転換を図るには、全ての関係者が予算とそ

の使い方（コスト）を意識する必要があります。

　自治体職員のみなさんは、この関係者のコスト意識の変化にどう応

え、どのように負担を求めていくのかを考えなくてはなりません。そし

て、自治体の仕事をゼロベースで見直す冷静さと、（少ない予算で）関

係者を満足させる能力が求められています。景気低迷、税収減の今

こそ、みなさんのアイデア、能力が評価されるときです。

　首長、地方議員のみなさんは、四年に一回の選挙で住民の審判を

受けます。そして、首長は予算の編成、提案権を、議員のみなさんは

予算の議決権を持っています。しかし、選挙に勝つために住民が喜

びそうなところに予算を配分する時代は終わりました。良識ある住民

は責任ある自治体経営を望んでいます。今、必要なのは後年度にツ

ケを回すことではなく、将来にわたって持続可能な「予算」を住民とと

もに作り上げることなのです。

　住民のみなさんには、まず予算を知ることから始めて欲しいと思い

ます。なぜなら、破綻した自治体の例を見ても明らかなように、自治

体経営のツケは間違いなく住民のみなさんに回るからです。首長にも

議員にも任期があります。しかし、住民のみなさんに任期はありません。

簡単に引っ越すわけにもいきません。だからこそ、住民のみなさんの

厳しい目で監視していく必要があり、そのためにはみなさんの納める

税金の使い道を定めた予算を知ることが必須です。

　予算は広報などにより公表が義務付けられていますが、決してわか

りやすいとは言えません。予算がより身近なものになれば、住民によ

る監視能力が高まり、自治体破綻に怯えることはなくなります。

　最後に、全ての読者に「予算」を通じて、持続可能な自治体の経営

とはどうあるべきかを自問してほしいと思います。そのために本書を

活用していただければ幸いです。

  

　2022年3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定野　司
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収入済額 支出済額

不用額実質収支
形式収支

繰越財源歳
入
予
算
額

歳
出
予
算
額

◆歳入予算額＝歳出予算額
　「歳入＜歳出」は、歳出予算を削るか、それができなければ特別会計や基金からの繰
　り入れなどを行って、つじつまを合わせます。
　「歳入＞歳出」は、特別会計や基金に繰り出しを行って、つじつまを合わせます。
◆形式収支＝収入済額－支出済額
◆実質収支＝形式収支－繰越財源　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳出予算は、これを超過して支出することは
できないので、赤字の原因は歳入不足です。
しかし、今さら（年度末になって）臨時収入な
ど見込めるはずがありません。

黒字にするためにやること
◆繰入金、起債額を増やす。
　（特別会計などで歳出予算への計上が必
要となる場合があります。起債も予算の定
めがなくてはできません）
◆積立金、繰出金を歳出予算の範囲内で
減らす。
（黒字額を減らすため、歳出予算への計上
が必要となる場合があります）

知っておきたいこと
◆歳入予算は、あくまで見積額であり、これを
超過して収入することができます。
◆歳出予算は、これを超過して支出すること
はできないので、予算計上しておかないと
決算調整することができません。
◆起債（地方債の発行）は、予算の7つの項
目のうちのひとつです。

赤字決算のペナルティ
（財政健全化法による）

●実質赤字比率
実質赤字比率は、一般会計等を
対象とした実質赤字の標準財政
規模に対する割合。
（早期健全化基準：財政規模に
応じ 11.25％～ 15％、財政再生
基準 20％）

●連結実質赤字比率
連結実質赤字比率は、全会計（一
般会計等、公営事業会計）を対
象とした実質赤字（又は資金の
不足額）の標準財政規模に対す
る割合。
（早期健全化基準：財政規模に
応じ 16.25％～ 20％、財政再生
基準 30％）

●財政健全化法（2008 年～）
早期健全化段階や財政再生段階
になった場合には、財政健全化
計画や財政再生計画を策定し、
国の指導下に入って財政の健全
化を図ることになります。

　これまでも、これからも自治体財政で重要なのは「赤字」にしないことです。
そのためには、予算編成時から「決算」を見込む必要があります。
　形式収支も、実質収支も赤字にしないためのテクニックがあります。
　しかし、テクニックを講じ、つじつまを合わせて黒字にすることと、財政の
健全化は全く次元の異なる話です。自治法96条Ⅰ、149条

赤字になりそうだったら
どうする？（決算調整）1-1

●形式収支と実質収支の違い
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　経済の停滞による歳入の減少にもかかわらず需要喚起、景気浮揚のため、景
気減速に合わせた歳出抑制が遅れ、その赤字分を地方債で補なった結果、公債
費負担比率は危険域に入っていましたが、近年は改善傾向にあります。一方、
少子高齢化等の影響で医療、福祉など経常経費が増え、経常収支比率は危険域
を超えた状況が長く続いています。
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7-7 自治体財政の状況

●歳出（純計）決算額の推移（兆円） ●公債費負担比率の推移（％）

●経常収支比率の推移（％）
●２つの指標の意味するもの

一般財源等を使って支払
う借金返済額の割合。
15％で警戒、20％が危
険水準とされています。

経常的に入る一般財源が
経常的経費として出てし
まう割合。70～80％が
適正とされています。

公債費充当一般財源等

経常経費充当一般財源

一般財源等総額

経常一般財源総額

公債費負担比率

経常収支比率

総務省資料より作成

歳出決算額

地方債発行額


